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令和７年度歳入歳出予算フローチャート

6,363,163 6,363,163 271,422 33,604 33,604

6,361,563 257,845 33,843 33,843

 (1,600) 開催事務委託料 福岡市  (13,577) 議会費 4,273 (△239) (△239)

878,877 福岡競艇場 4,273 (－)

932,573 3,573

土地家屋借上料 940,985 700

6,357,482 53,696 (△8,412) 220,649 33,604 33,104

6,357,130 207,538 33,731 33,343

 (352) 電話投票事務委託料  (13,111) 一般管理費 42,213 (△127) (△239)

151,008 42,344  (131)

報酬 3,380

船舶等振興機関交付金
（法第２５条）

給与等人件費負担金 31,483

5,680 49,440 14,211 事務費 7,481 － 500

4,432 14,211 112 500

 (1,248) 競走実施機関交付金
（法第３０条）

(－) (△112) (－)

110,880 基金積立金 116,394

111,166 (△5,228)

　競走実施機関負担金 5,728

1 1,065 437,410 36,562 105,438  

1 439,835 36,096

(－) モーターボート競走事業
活性化資金特別分担金

(△2,425)  (466)

109,368 共同事業費 93,965

112,639  (18,674)

福岡競艇場開催日数 競走会分担金 20,000

1,584 538

140

福岡市開催 競艇関係負担金等 389

都市圏開催 14,065 7,000

1,214

払戻金 8,100

4,663,776 お客様 1,000

4,769,386 29,705

返還金等 4,770,259 2,553

105,610 (△873) 2,000

20,000

公課費 税務署 20,000

10 10 　【基金の状況】

436

その他事務経費 (△426)

3,135 財政調整基金 1,025,123

予備費 1,000 共同事業基金 3,606,578

一般会計繰出金 1,000 (－) 流域連携基金 37,764

220,649 220,649 予備費 1,000 計 4,669,465

207,538

 (13,111)

*欄外の数字は６年度予算額　　(　)内は増減額
*単位：千円

競艇事業特別会計 一　般　会　計 流域連携事業特別会計

総収入 総支出
6,361,563

総収入 総支出 総収入

繰越金
競艇関係

団体
財産収入等

財政調整基金

総支出
 (1,600)

271,422 257,845

 (13,577)

事業収入
特別会計
繰入金

報酬 流域連携
基金繰入金

流域連携
事業費事務費

諸収入
福岡市
負担金

▲ 財産収入 予備費

消防指令共同運用補助金

共同事業基金

こども病院運営補助金

192日 障がい者ボウリング大会福岡負担金

福岡都市高速道路整備促進期成会負担金

168日 福岡都市圏総合水対策負担金

 24日 アジア太平洋こども会議開催補助金

福岡フィルムコミッション負担金

地域共同事業補助金

福岡都市圏安全安心のまちづくり事業負担金

NET119緊急通報システム補助金

ふくおか都市圏統計データ集作成等負担金

福岡都市圏地域経済・観光振興事業負担金

福岡都市圏スポーツ振興関連事業負担金

７年度末
残高見込

*流域連携基金は,平成２６年度で積立終了、
平成２７年度以降、事業費の財源充当のため取り崩し。

4,591,903 77,562

1,019,395 5,728

区　分
６年度末

残高
７年度
増減額

一般会計
繰出金

3,501,140 105,438

71,368 △ 33,604

【新規】アビスパ福岡連携事業

＜目的＞

全国トップレベルのスポーツチームが数多く拠点を置く

福岡都市圏の特徴を活かして、それらのチームとの交流等

を通じた、スポーツに親しむ機会を創出することにより、

福岡都市圏が一体となってスポーツの振興に取り組むもの。

＜事業内容等＞

①「アビスパ福岡 都市圏合同応援デー」の開催

②「福岡都市圏 サッカーフェスタ」の開催
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Ⅰ 流域連携基⾦事業の振り返りⅠ 流域連携基⾦事業の振り返り

１．設⽴経緯
福岡都市圏内には⼤きな河川がなく、地理的に⽔資源に恵まれていないことから、

昭和58年度に筑後川⽔系からの流域外導⽔を開始
⽔源地域対策特別措置法において、⽔源地域は⽔道事業者に対して生活地域振興策や環境

対策等を負担させる権利を有している。そこで、都市圏では率先して筑後川流域・⽔源地域
との交流を開始
平成12年度、筑後川⽔系の⼤⼭ダム建設に絡み、⼤⼭町をはじめとする筑後川流域・

⽔源地域から都市圏に対して、地域振興策等の具体的な要望が寄せられた
福岡都市圏広域⾏政推進協議会で議論を重ね、平成15年度総会で下記事項を決定
水資源開発の円滑な推進や渇水時の取水の安定化を目的に、水源地域との交流・連携を
積極的に進めるとともに、水源地域の意見に配慮した取組みを行っていくための基金を設置し、
より一層の水源地域対策に取り組んでいく」

２．流域連携基⾦〔平成17年度設置〕

【目的】
福岡都市圏共通の(筑後川)⽔源地域及び流域に対して、交流推進事業や森林保全、

環境対策、地域振興等の⽀援事業を⾏って連携を図るとともに、もって相互理解を
深めるため基⾦を設置

【積⽴】
平成17年度から平成26年度までの10年間、6,000万円/年
[内訳]・16市町(企業団受⽔割合約34％)2,039万円

・福岡市 (企業団受⽔割合約66%) 3,961万円

３．基⾦事業の主な実績

都市圏と筑後川流域・水源地域の住民との交流【交流推進事業】

植樹等を通じて貴重な水源を育むことへの理解促進

【森林保全⽀援事業】
河川・海域環境保全の実施、保全活動団体への支援

【環境対策⽀援事業】

延べ12,000人以
上の住民が文化・ス
ポーツを通じて交流

かっぱリング事業
〔H17〜〕

流域市町村の特産
品販売等に延べ30
万人以上が来場

筑後川のめぐみ
フェスティバル
〔H17〜〕

都市圏職員・住民
が毎年水源地を訪れ、
植樹を実施

200海⾥の
森づくり植樹事業
〔H17〜〕

都市圏職員が筑後
川流域を毎年清掃

有明海クリーン
アップ作戦等
〔H17〜〕

約15万人の都市圏
の小学生に台紙を配
布し啓発

筑後川・川の駅
スタンプラリー
〔R3〜〕

毎年水の週間に、都
市圏一体となりキャン
ペーンを実施

福岡都市圏「⽔」
キャンペーン
〔H17〜〕

４．総括

福岡都市圏の流域外導⽔は筑後川流域・⽔源地域からの「流域優先」の声がある
なか開始されたが、流域連携基⾦事業を通じて、当該地域と様々な交流事業等を継続
してきた結果、都市圏における流域外導⽔の必要性が徐々に認められてきた
今後も、都市圏内に⽔を安定供給するためには、都市圏⽔道⽔の約３分の１を依存

する筑後川の⽔は必要であり、引き続き、筑後川の⽔のめぐみに対する感謝を
忘れずに、流域・⽔源地域との関係維持・向上に努める必要がある
⼀⽅、基⾦残⾼が残りわずかとなっていることから、今後も関係を維持・向上して

いくうえで、流域連携基⾦事業のあり⽅について検討が必要である

※振り返り結果を踏まえ、基金事業の継続検討可否について各市町意見照会（R7.7.31日付）
⇒【事業継続検討可で全会一致】

都市圏住民を対象に流域への理解促進・魅力発信

【地域振興⽀援事業】
都市圏住民の筑後川への感謝の気持ちの醸成

〔広報・啓発・その他〕
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（内訳）積⽴残⾼ （内訳）事業費累計 事業費累計

（単位︓千円）

R8年度まで
事業可能

積⽴額(累計)
※利⼦等含む

基⾦残⾼

積⽴期間

事業費(累計) 事業費(累計)
※積⽴期間中

【基⾦事業】
平成17年度から毎年約3,000万円規模の事業を実施

【基⾦・事業費 推移】

「都市の発展」「市⺠への⽔の
安定供給」という両⽅の側面を
有しているため、一般会計と
⽔道企業会計、両会計から拠出。

合計新規事業分既存事業分
23,610千円16,000千円7,610千円一般会計

16,000千円16,000千円-企業会計

都市圏総会（10/27開催）資料（加筆）（３）流域連携基金事業
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公益財団法人福岡市水道サービス公社の実施事業のあり方について

公益財団法人福岡市水道サービス公社（以下「公社」という。）が置かれている状

況を踏まえ、公社が実施している福岡市からの受託事業及び自主事業について、あり

方を検討するもの。

Ⅰ 経緯

１ 外郭団体改革実行計画に基づく見直し

◆第２次外郭団体改革実行計画（平成20～23年度）

「事業内容等の見直しとともに、経営改善を行う団体」

・平成21年度から営業所業務を段階的に民間委託

西営業所（平成21年度～） 早良営業所（平成22年度～）

中央営業所（平成24年度～） 南・城南営業所（平成25年度～）

＜平成25年度 事業費：約28億円 職員：259人＞

◆第３次外郭団体改革実行計画（平成25～28年度）

「市との随意契約のあり方について検討する団体」

・営業所業務の民間委託を拡大

東・博多（検針）営業所（平成27年度～）

・浄水場排水処理施設運転管理業務の民間委託（平成27年度～）

・取水場維持管理業務の直営化（平成27年度～）

・水道技術研修所運営及び配水施設等維持管理業務の直営化（平成29年度～）

・給水装置工事設計審査・検査業務等の直営化（平成29年度～平成31年度）

＜平成29年度 事業費：約06億円 職員：043人＞

２ 外郭団体のあり方に関する指針の策定

◆外郭団体のあり方に関する指針（平成29年度～）

「事業内容などを検討する団体」

・給水装置工事設計審査・検査業務等の公社委託（令和02年度～）

≪給水装置に係る業務を一体的に公社に委託し、効率的に実施するため≫

・小規模貯水槽の適正管理業務の直営化（令和03年度～）

・給水装置工事申請・検査受付窓口のオンライン化（令和05年度～）

＜令和07年度 事業費：約09億円 職員：054人＞
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３ 外郭団体のあり方に関する指針の改定

市の定年年齢の段階的な引き上げにより、公社設立の目的の一つであった「経験

豊富な60歳超の職員の活用による水道技術の継承」が水道局でも行える状況となる

とともに、公社の市退職者ポストの充足が年々難しくなっていることを踏まえ、令

和７年11月に改定された外郭団体のあり方に関する指針において、公社は「法人の

あり方を検討する団体」に位置付けられた。

これらの状況を踏まえ、受託事業と自主事業について再検証し、事業の

あり方（局直営化や民間事業者の活用等）について検討を行う必要がある。

Ⅱ 事業のあり方の検討

１ 福岡市からの受託事業

（１）現状

福岡市からの受託事業は、水道メーター維持管理業務、漏水発生給水管応急修理

業務及び給水装置工事設計審査・検査業務となっており、業務の特殊性・専門性や

効率性の観点から、一括して公社に委託している。

受託事業については、公社派遣職員と経験豊富な60歳超の職員が担っているが、

経験豊富な60歳超の職員の活用が水道局でも行うことができる状況にある。また、

水道メーター維持管理業務や漏水発生給水管応急修理業務については、現場業務を

公社から民間事業者へ再委託している。

（２）検討内容

受託事業については、経験豊富な60歳超の職員を効果的に活用することができる

公社が効率的に実施してきたが、そのメリットが希薄化しているため、業務の効率

化や民間委託等について検討するとともに、水道事業全体として最適な組織体制と

なるよう検討を行う。

２ 自主事業

（１）現状

公社の自主事業は、節水ＰＲ事業、水源地域振興協力及び交流事業、駐車場事業、

広告掲載事業及び簡易専用水道等の定期検査業務となっている。

簡易専用水道等の定期検査業務については、公社が市内の全検査件数の６割弱を

占めているものの、平成15年の水道法改正以降、民間の検査機関の参入が進むとと

もに、物価上昇等による経費の増により収支が厳しい状況にある。また、市の定年

年齢の引き上げにより市退職者の確保も厳しい状況にある。
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（２）検討内容

節水ＰＲ事業、水源地域振興協力及び交流事業、駐車場事業及び広告掲載事業は、

水道局でも同様の事業を実施しており、水道事業全体として最適な実施体制となる

よう検討を行う。

簡易専用水道等の定期検査業務については、収支の安定化を図るとともに、外郭

団体のあり方に関する指針における見直しの基本的な考え方である「民にできるも

のは民に」の視点に立ち、民間事業者の活用等について検討を行う。

Ⅲ 公社実施事業のあり方の検討を踏まえた公社のあり方について

受託事業及び自主事業のあり方の検討結果を踏まえ、公社のあり方について検討す

ることとする。

公社のあり方を含めた検討結果については、適宜、議会へ報告を行う。

外郭団体の
あり方に関する

指針

外郭団体改革実行計画

業務名区分 第３次第２次第１次

平成29年度～平成25～28年度平成20～23年度平成16～19年度

取水施設の維持管理

福
岡
市
か
ら
の
受
託
事
業

浄水場の排水処理

配水施設の維持管理

営業所の運営等

技術研修所の運営

給水装置に係る業務

簡易専用水道等の検査
自主
事業

【参考】 公社の実施事業見直しの変遷

自主事業 民間事業者の参入

公社委託

公社委託

公社委託

公社委託 執行体制や事務の効率化

公社委託

公社委託

公社が実施している事業のあり方について、検討を行う。

局 直 営

民間委託

局 直 営

民間委託

局 直 営
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